
北本市開発行為等の指導に関する要綱 
  



事前協議手続の流れ 

 

中高層建築物は別途必要 

事前相談（主要関係主管課） 

事前協議申請（建築開発課） 

標識設置 

協議・承認済通知書の交付及び協議事項の誓約（建築開発課） 
※ 主要関係主管課から１部ずつ交付されます。ただし、建設課は、道路管理・用地担当及

び維持補修担当から１部、下水道施設担当から１部交付されます。 

主要関係主管課と協議 近隣関係者に対する説明 

第２６条第１項各号に掲げる事業（中高層建築物を除く。）に該当するか 

隣接関係者に対する説明 

事前協議結果報告書提出（建築開発課） 

開発行為等許可申請（建築開発課） 

開発行為等許可（建築開発課） 

工事着手 

はい いいえ 

建築事業報告書提出（建築開発課） 

都市計画法に基づく許可を要するか はい いいえ 
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